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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線ネットワークノードを有する無線ネットワーク上で、残存電力容量を有する
消耗可能な電源を備えた第１の無線ネットワークノードにおける電力消費を節約する電力
節約方法であって、
　前記第１の無線ネットワークノードが、他の無線ネットワークノードが前記第１の無線
ネットワークノードの通信範囲内に存在することを検出して、前記他の無線ネットワーク
ノードとの接続を確立するステップと、
　前記第１の無線ネットワークノードが、前記消耗可能な電源の残存電力容量を検出する
ステップと、
　前記第１の無線ネットワークノードが、前記消耗可能な電源の残存電力容量を複数のス
リープレベルしきい値と比較して、前記第１の無線ネットワークノードが入るスリープレ
ベルを選択するステップであって、前記複数のスリープレベルしきい値のそれぞれが、異
なる残存電力容量レベルによって決定されるスリープレベルに関連づけられ、それぞれの
前記スリープレベルは前記第１の無線ネットワークノードが通信可能な通信範囲に対応す
るステップと、
　前記第１の無線ネットワークノードが、前記の選択されたスリープレベルを表す識別表
示を、前記他の無線ネットワークノードに対して送信するステップと、
　前記他の無線ネットワークノードのそれぞれが、前記第１の無線ネットワークノードか
らの前記識別表示を記録するステップと、
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　前記他の無線ネットワークノードのそれぞれが、前記の記録された識別表示に対応する
通信範囲に基づいて、前記第１の無線ネットワークノードとのその後の通信を、前記第１
の無線ネットワークノードが担う処理量及び通信量の大小が前記第１の無線ネットワーク
ノードの前記残存電力容量の大小に依存するように行うステップと、
を備え、前記複数の無線ネットワークノードが協調的に電力消費を節約することを特徴と
する電力節約方法。
【請求項２】
　前記無線ネットワークは無線デスクトップデバイスクラスタを含むことを特徴とする、
請求項１に記載の電力節約方法。
【請求項３】
　前記無線ネットワークは無線大衆消費電子製品ネットワークを含むことを特徴とする、
請求項１に記載の電力節約方法。
【請求項４】
　前記無線ネットワークは無線ホーム娯楽ネットワークを含むことを特徴とする、請求項
１に記載の電力節約方法。
【請求項５】
　前記無線ネットワークはアドホックネットワークを含むことを特徴とする、請求項１に
記載の電力節約方法。
【請求項６】
　ＵＷＢ伝送が時間スロットに分割され、前記選択されたスリープレベルの識別表示を送
信するステップは、選択された前記時間スロットにおいて前記識別表示を送信することを
特徴とする、請求項１に記載の電力節約方法。
【請求項７】
　選択された前記時間スロットが、ビーコンスロット及び管理データスロットからなる群
から選択されることを特徴とする、請求項６に記載の電力節約方法。
【請求項８】
　ＵＷＢ伝送がスペクトル区分に分割され、前記選択されたスリープレベルの識別表示を
送信するステップは、選択された前記スペクトル区分において前記識別表示を送信するこ
とを特徴とする、請求項１に記載の電力節約方法。
【請求項９】
　前記選択されたスリープレベルの識別表示を送信するステップは、前記第１の無線ネッ
トワークノードの前記ネットワークに対する接続期間に前記識別表示を送信することを特
徴とする、請求項１に記載の電力節約方法。
【請求項１０】
　前記選択されたスリープレベルの識別表示を送信するステップは、前記第１の無線ネッ
トワークノードの前記ネットワークに対する接続後に前記識別表示を送信することを特徴
とする、請求項１に記載の電力節約方法。
【請求項１１】
　前記選択されたスリープレベルの識別表示を送信するステップは、定期的に前記識別表
示を送信することを特徴とする、請求項１０に記載の電力節約方法。
【請求項１２】
　複数のネットワークノードを有する無線ネットワーク上で、残存電力容量を有する消耗
可能な電源を備えた第１の無線ネットワークノードにおける電力消費を節約する電力節約
方法を実施するためのコンピュータ実行可能命令を有するコンピュータ読み取り可能な媒
体であって、
　前記命令は、
　前記第１の無線ネットワークノードが、他の無線ネットワークノードが前記第１の無線
ネットワークノードの通信範囲内に存在することを検出して、前記他の無線ネットワーク
ノードとの接続を確立するステップと、
　前記第１の無線ネットワークノードが、前記消耗可能な電源の残存電力容量を検出する
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ステップと、
　前記第１の無線ネットワークノードが、前記消耗可能な電源の残存電力容量を複数のス
リープレベルしきい値と比較して、前記第１の無線ネットワークノードが入るスリープレ
ベルを選択するステップであって、前記複数のスリープレベルしきい値のそれぞれが、異
なる残存電力容量レベルによって決定されるスリープレベルに関連づけられ、それぞれの
前記スリープレベルは前記第１の無線ネットワークノードが通信可能な通信範囲に対応す
るステップと、
　前記第１の無線ネットワークノードが、前記の選択されたスリープレベルを表す識別表
示を、前記他の無線ネットワークノードに対して送信するステップと、
　前記他の無線ネットワークノードのそれぞれが、前記第１の無線ネットワークノードか
らの前記識別表示を記録するステップと、
　前記他の無線ネットワークノードのそれぞれが、前記の記録された識別表示に対応する
通信範囲に基づいて、前記第１の無線ネットワークノードとのその後の通信を、前記第１
の無線ネットワークノードが担う処理量及び通信量の大小が前記第１の無線ネットワーク
ノードの前記残存電力容量の大小に依存するように行うステップと、
を備えることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１３】
　前記無線ネットワークは無線デスクトップデバイスクラスタを含むことを特徴とする、
請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１４】
　前記無線ネットワークは無線大衆消費電子製品ネットワークを含むことを特徴とする、
請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１５】
　前記無線ネットワークは無線ホーム娯楽ネットワークを含むことを特徴とする、請求項
１２に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１６】
　前記無線ネットワークはアドホックネットワークを含むことを特徴とする、請求項１２
に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１７】
　ＵＷＢ伝送が時間スロットに分割され、前記選択されたスリープレベルの識別表示を送
信するステップは、選択された前記時間スロットにおいて前記識別表示を送信することを
特徴とする、請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１８】
　選択された前記時間スロットは、ビーコンスロットと管理データスロットからなる群か
ら選択されることを特徴とする、請求項１７に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１９】
　ＵＷＢ伝送がスペクトル区分に分割され、前記選択されたスリープレベルの識別表示を
送信するステップは、選択された前記スペクトル区分において前記識別表示を送信するこ
とを特徴とする、請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２０】
　前記選択されたスリープレベルの識別表示を送信するステップは、前記第１の無線ネッ
トワークノードの前記ネットワークに対する接続期間に前記識別表示を送信することを特
徴とする、請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２１】
　前記選択されたスリープレベルの識別表示を送信するステップは、前記第１の無線ネッ
トワークノードの前記ネットワークに対する接続後に前記識別表示を送信することを特徴
とする、請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２２】
　前記選択されたスリープレベルの識別表示を送信するステップは、定期的に前記識別表
示を送信することを特徴とする、請求項２１に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
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【請求項２３】
　残存容量を有する消耗可能な電源を備えた無線ネットワークノードであって、
　他の無線デバイスが前記無線ネットワークノードの通信範囲内に存在することを検出し
、検出された前記他の無線デバイスとの接続を確立するための接続モジュールと、
　前記消耗可能な電源の残存電力容量を検出するための検出モジュールと、
　前記消耗可能な電源の検出された残存電力容量を複数のスリープレベルしきい値と比較
して、前記無線ネットワークノードが入るスリープレベルを選択し、前記選択されたスリ
ープレベルを表す識別表示を前記他の無線デバイスに対して送信するとともに、前記他の
無線デバイスのそれぞれが入るスリープレベルを表す識別表示を記録するための電力管理
モジュールであって、前記複数のスリープレベルしきい値のそれぞれは、異なる残存電力
容量レベルによって決定されるスリープレベルに関連づけられ、それぞれの前記スリープ
レベルは前記無線ネットワークノードが通信可能な通信範囲に対応する電力管理モジュー
ルと、
を備え、
　前記無線ネットワークノードと前記他の無線デバイスとの間のその後続の通信を、前記
の記録された識別表示に対応する通信範囲に基づいて、前記無線ネットワークノードが担
う処理量及び通信量の大小を、前記無線ネットワークノードの前記残存電力容量の大小に
依存するように行うことにより、前記無線ネットワークと前記他の無線デバイスとが協調
的に電力消費を節約することを特徴とする無線ネットワークノード。
【請求項２４】
　ＵＷＢ伝送が時間スロットに分割され、前記識別表示が、選択された前記時間スロット
において送信されることを特徴とする、請求項２３に記載の無線ネットワークノード。
【請求項２５】
　選択された前記時間スロットが、ビーコンスロット及び管理データスロットからなる群
から選択されることを特徴とする、請求項２４に記載の無線ネットワークノード。
【請求項２６】
　ＵＷＢ伝送がスペクトル区分に分割され、前記識別表示が、選択された前記スペクトル
区分において送信されることを特徴とする、請求項２３に記載の無線ネットワークノード
。
【請求項２７】
　前記識別表示が、前記無線ネットワークノードのネットワークに対する接続中に送信さ
れることを特徴とする、請求項２３に記載の無線ネットワークノード。
【請求項２８】
　前記識別表示が、前記無線ネットワークノードのネットワークに対する接続後に送信さ
れることを特徴とする、請求項２３に記載の無線ネットワークノード。
【請求項２９】
　前記識別表示が定期的に送信されることを特徴とする、請求項２３に記載の無線ネット
ワークノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ネットワークノードにおける電力節約方法及び無線ネットワークノード
に関し、より詳細には、電力制限されたネットワーク化無線コンピューティングデバイス
における超広帯域電力節約技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広範に使用可能なコンピューティングデバイスにより導かれたデジタル革命が、今やか
なり進行しており、第２の波が今では現れている。ユーザが、よりモバイル性に優れた体
験及び／又はあまり混乱のない体験を強く求めるので、この第２の波は、これらの様々な
使用可能なコンピューティングデバイスの機能拡張された相互接続性に関与している。例
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えば、従来からのデスクトップＰＣは、多大な有用性を提供することができる。しかし、
このユーザは、このマシンの大きさ、ならびにその様々な配線接続により、所定の位置に
束縛される。
【０００３】
　今日、多数のハンドヘルドデバイス及び小型デバイスは、これらのデバイスのユーザに
とってのかなりのコンピューティング能力を実現し、無線形式においてもそのようにして
おり、それによって移動の自由を可能にしている。例えば、セル電話、携帯型個人情報端
末、ノートブックコンピュータ及び他のデバイスは、無線で情報をやりとりすることがで
き、持ち運びが可能である。デスクトップコンピュータ、家庭用電気機器、娯楽用デバイ
スなどのより大型のデバイスでは、移動性が関心事でないときには、無線の接続性により
、依然として配線による混乱からの自由が可能になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、無線デバイスは、これらの無線デバイスの性質によって、しばしば、使用して
いる間に外部電源に絶えず接続するための電源ケーブル又は他の備えを欠くことがあり、
したがって、バッテリ電力だけによってサポートする必要がある。バッテリ技術は、最近
進歩してきており、より高い容量のバッテリ（例えば、リチウムイオンバッテリ（Ｌｉｔ
ｈｉｕｍ　Ｉｏｎ　ｂａｔｔｅｒｙ）及びリチウムポリマバッテリ（Ｌｉｔｈｉｕｍ　Ｐ
ｏｌｙｍｅｒ　ｂａｔｔｅｒｙ））が使用可能になっているが、バッテリ電力供給の無線
デバイスにおけるエネルギー消費を節約し、適切に管理するための必要性が依然として継
続してかなり存在している。
【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、無線ネ
ットワークノードにおける電力節約方法及び無線ネットワークノードを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、アドホックネットワークデバイス（ａｄ　ｈｏｃ　ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　ｄｅｖｉｃｅ）が、メンバーデバイス（ｍｅｍｂｅｒ　ｄｅｖｉｃｅ）のバッテリ電
力を協調的に節約できるようにすることにより、従来技術に固有のこれらの欠点を解決し
ている。特に、長いバッテリ寿命は、ＵＷＢデバイスにとって重要である。本発明におい
て、ネットワーク中のデバイスは、協調して、できるだけ大量の電力を節約する。一般的
に、デバイスは、バラバラのバッテリ容量又は電力蓄積量を有することになる。したがっ
て、一部のデバイスは、非常に小さな電力容量を有することもあるが、他のデバイスは、
より長い間、通信を行うことができる。
【０００７】
　本発明において、より長い公称バッテリ寿命を有する（又は外部電源にプラグで接続さ
れた）デバイスは、より多くの処理負荷及び通信負荷を担って、より限られたバッテリ寿
命を有するデバイスの節電を助ける。本発明において、ネットワークノードは、その現行
のバッテリ容量又は予測されるバッテリ容量に基づいて「スリープ（ｓｌｅｅｐ；省電力
のためにパソコンを一時停止する機能）」レベルを選択する。このスリープレベルは、問
題（ｑｕｅｓｔｉｏｎ）となるノードがパーティ（ｐａｒｔｙ）となり、対象（ｉｎｔｅ
ｒｅｓｔ）となるノードが通信を行うことになる各通信半径（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｒａｄｉｕｓ）を定義する（ｄｅｆｉｎｅ）ことになる通信のタイプを規定している
。通信の半径を制限することは、主として送信電力の節約を対象にしているが、処理能力
も節約することができる。この問題となるノードは、このネットワークの残りにその選択
されたスリープレベルを伝え、その結果、他のネットワークノードは、それに従ってこの
ノードと通信を行うことができる。
【０００８】



(6) JP 4456061 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

　本発明の追加の特徴及び利点については、添付図面を参照して進められる例示の実施形
態の以下の詳細な説明から明らかになろう。
【０００９】
　添付の特許請求の範囲は、特に本発明の特徴について述べているが、本発明及びその利
点については、添付図面を併せ解釈された以下の詳細な説明から最もよく理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の実施形態については、本明細書中でＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅｂａｎｄ；
超広帯域）無線通信技術に関して説明することにするが、本明細書中で説明しているこれ
らの技術は、同様に他の通信技術を実装するデバイスに関しても使用可能である。ＵＷＢ
は、時々代わりにインパルス技術、ベースバンド技術又はゼロキャリア技術とも呼ばれる
。ＵＷＢは、広い周波数スペクトルにまたがって非常に短い超低電力無線信号を伝送する
無線通信技術である。ＵＷＢレシーバは、このトランスミッタが送信する特定のパルスシ
ーケンスを認識することにより、この受信されたバーストを変換することができる。ＦＣ
Ｃは、３．１ＧＨｚから１０．６ＧＨｚ帯域における、５００ＭＨｚよりも多くを占める
任意の信号を含み、又は２０％を超える部分帯域を有するものとしてＵＷＢを定義してい
る。ＵＷＢ信号の帯域幅は、一般的にこの中心周波数の約２５％である。例えば、「２Ｇ
Ｈｚ」ＵＷＢ信号は、５００ＭＨｚの帯域幅を有することができる。ＵＷＢの１つの利点
は、ラウンドトリップ遅延時間を使用して他の超広帯域デバイスまでの範囲を検出するこ
とができる機能である。
【００１１】
　ＵＷＢのために許可されるスペクトルは、７５００ＭＨｚである。これは、米国におけ
る他の技術のためのスペクトルに比べてかなり大きい。例えば、２．４ＧＨｚにおけるＩ
ＳＭは、８３．５ＭＨｚのスペクトルを含んでいるが、５ＧＨｚにおけるＵ－ＮＩは、（
５５５ＭＨｚまで増大させることになっている）３００ＭＨｚを占めている。ＵＷＢの広
いスペクトルにより、ＵＷＢは、ブロードバンド接続が必要とされるＰＣクラスタシナリ
オ及びホームクラスタシナリオにおいて役に立つことが可能である。例えば、ＰＣクラス
タは、すべてが無線で相互接続されたＰＣ、ストレージデバイス、ドッキングステーショ
ンなどのＩ／Ｏデバイス、及び／又はプリンタや他のペリフェラルを含むことができる。
ホームクラスタにおいては、ＰＣやラップトップなどのコンピュータは、デジタルカメラ
、ビデオカメラ、ＭＰ３プレーヤ、プロジェクタ、ＴＶなどの大衆消費電子製品デバイス
に無線で接続することができ、高速なコンテンツ転送を可能にしている。別の可能性のあ
るホームクラスタ環境は、自動車又は他の乗り物の内部に存在する。大衆消費電子製品及
び娯楽アプリケーションについての典型的な帯域幅要件は、以下のように、すなわち、Ｈ
ＤＴＶについての１９Ｍｂｐｓ、ＤＶＤプレーヤについての１０Ｍｂｐｓ、ＭＰＥＧ２に
ついての１～８Ｍｂｐｓ、ＭＰＥＧ１についての１．５Ｍｂｐｓ、ブロードバンドアクセ
スについての１～１０Ｍｂｐｓ、ビデオ会議についての１～２Ｍｂｐｓ、ＴＶ端末につい
ての２～５Ｍｂｐｓ、ステレオＣＤプレーヤについての１．４Ｍｂｐｓ、コンピュータネ
ットワークについての１～１０Ｍｂｐｓ、電話についての８～６４ｋｂｐｓである。
【００１２】
　ＵＷＢ信号の電力は、一般的に非常に低い。例えば、ＵＷＢ信号は、Ｗｉ－Ｆｉ　ＲＦ
伝送のために現在使用されている信号に比べて１０００倍程度低くすることができる。こ
の低電力要件は、ＵＷＢ信号の検出機能の容易さ、すなわち、この信号をバックグラウン
ドノイズから抽出することができる容易さによって可能にすることができる。
【００１３】
　ＵＷＢのために使用される変調技術は、一般的にＢＰＳＫ（ｂｉｎａｒｙ　ｐｈａｓｅ
－ｓｈｉｆｔ　ｋｅｙｉｎｇ２相位相偏移変調）である。ＢＰＳＫにおいては、各パルス
は、０度、又は１８０度すなわち正しい方向で、又は反転して送信される。それ故に、Ｂ
ＰＳＫ変調は、このスペクトルの使用において効率的であり、匹敵するパルス位置変調シ
ステムの帯域幅の約半分を必要とするだけである。
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【００１４】
　ＵＷＢ技術に関する現在の研究は、無線ＰＡＮ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ；パーソナルエリアネットワーク）、すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１５．３ａの
ための規格の開発に焦点が当てられている。このタスクグループの目的は、ＰＯ（ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｐａｃｅ；パーソナルオペレーティング空間）内の
又はＰＯに入る無線デバイス間の、低い複雑さ、低コスト、低電力消費、及び高データレ
ートの無線接続性についての仕様を提供することにある。このデータレートは、ＷＰＡＮ
（ｗｉｄｅ　ｐｅｒｓｏｎａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ；ワイドパーソナルエリアネ
ットワーク）通信についての１組の民生用マルチメディア業界のニーズを満たすために十
分に高く（１１０Ｍｂｐｓよりも高く）する必要がある。現在の要件は、以下のようにす
なわち、１０メートルにおけるデータレート－１１０Ｍｂｐｓ；４メートルにおけるデー
タレート－２００Ｍｂｐｓ；１メートルにおけるオプションとしてのデータレート－４３
０Ｍｂｐｓ；電力消費－１００～２５０ｍＷ；ビットエラー率－１０－５；同じ場所に配
置した（ｃｏ－ｌｏｃａｔｅｄ）協調を欠いたピコネット－４；干渉機能－ＩＥＥＥシス
テムに対して堅牢；及び共存機能－ＩＥＥＥシステムにとって低減された干渉である。
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。　
　図１乃至図３は、本発明の実施形態を使用することができるいくつかのデバイス環境を
説明するための図で、図１は、無線デスクトップデバイスクラスタを示す概略図で、図２
は、アドホック無線大衆消費電子製品ネットワークの概略図で、図３は、無線ホーム娯楽
ネットワークの概略図である。
【００１６】
　図１に示す例示のデバイスは、プリンタ１０１とモニタ１０３とカメラ１０５とゲーム
コントローラ１０７とビデオカメラ１０９とマウス１１１とキーボード１１３とタブレッ
ト１１５とを備えている。これらの様々なデバイスは、パーソナルコンピュータ１１７を
介して無線で通信を行う。各デバイスの無線プロトコルは、同じプロトコルである必要は
ない。例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ２．０、ＵＳＢ１．０及びブルートゥース（Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ）を含めて、いくつかのプロトコルが示されている。
【００１７】
　図２は、アドホック無線大衆消費電子製品ネットワークの概略図である。このアドホッ
ク無線大衆消費電子製品ネットワークは、フラット画面テレビジョン２０１とビデオカメ
ラ２０３とモデム２０５とパーソナルビデオプレーヤ２０７とデジタルカメラ２０９とプ
リンタ２１１とパーソナルコンピュータ２１３を備えている。これらの様々なデバイスは
、ＩＥＥＥ１３９４及び／又はＵＳＢ２．０など適切な無線プロトコルによって相互接続
されている。
【００１８】
　図３は、無線ホーム娯楽ネットワークの概略図である。この無線ホーム娯楽ネットワー
クは、テレビジョン３０１とスピーカ３０３とゲーミングデバイス３０５とマルチメディ
アスタック３０７を備えている。このマルチメディアスタック３０７は、ＨＤＴＶレシー
バとケーブルボックスとＴｉｖｏボックスとハードドライブとＤＶＤプレーヤとホームシ
アタモジュール（ｈｏｍｅ　ｔｈｅａｔｒｅ　ｍｏｄｕｌｅ）を備えている。
【００１９】
　ＵＷＢ信号についての２つのアプローチ、すなわち、シングルバンドアプローチ（ｓｉ
ｎｇｌｅ　ｂａｎｄ　ａｐｐｒｏａｃｈ）及びマルチバンドアプローチ（ｍｕｌｔｉ－ｂ
ａｎｄ　ａｐｐｒｏａｃｈ）が現在提案されている。このシングルバンドアプローチは、
このアプローチがその７．５ＧＨｚ全体を１つのキャリアとして使用することを提案して
いる点において、あまり望ましくない。このマルチバンドアプローチは、この７．５ＧＨ
ｚを等しいチャネルへとセグメント化する。この基本的な前提は、複数の周波数帯域を使
用して、複数のＵＷＢ信号を同時に伝送することによりこのＵＷＢスペクトルを効率的に
利用することである。これらの信号は、このＵＷＢスペクトル内の異なる周波数で動作す
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るので、互いに干渉することはない。これらの信号のそれぞれは、同時に伝送して、非常
に高いデータレートを達成することができ、また、多重アクセスの手段として使用して、
それにより複数のユーザが同時に通信を行うことが可能になるようにすることもできる。
いくつかの標準のデジタル変調技術が、個別の各ＵＷＢ信号上に施されている可能性があ
る。これらの被変調ＵＷＢ信号の出力を、送信の前に一緒に追加することができる。
【００２０】
　マルチバンドＵＷＢシステム設計は、シングルバンド設計に比べてさらにスケーラブル
で適応可能であること、８０２．１１ａなどのシステムとのより良好な共存特性、このマ
ルチバンドＵＷＢシステム設計がさらに従来の無線設計技術を活用しているのでより低い
リスクで実装できることを含めて、いくつかの利点を有する。これらの利点については、
シングルバンド設計と同様な複雑さと電力消費レベルを維持しながら保持することができ
る。
【００２１】
　スケーラブルであり適応可能なことに関しては、このマルチバンドアプローチの利点は
、例えば、低ビットレートシステムが、少しの帯域しか使用しないこともでき、高ビット
レートシステムが、多数の帯域を使用することができることである。他の利点は、ＷｉＦ
ｉ及びブルートゥースが使用する２．４ＧＨｚ及び５ＧＨｚの帯域について起こるように
、これらが同じ調和したスペクトル割付けを有さない場合には、世界的中における異なる
無線調整に対して適応可能な可能性があることである。
【００２２】
　共存性に関しては、このマルチバンドアプローチの別の利点は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ａなど他のサービスとの共存のレベルを増大させることである。レシーバは、この影響を
受けた帯域を取り除くことにより、帯域内干渉を動的に調整することができ、あるいはト
ランスミッタは、極めて接近した他のサービスがすでに使用している帯域においては送信
を回避することもできる。
【００２３】
　最後に、このマルチバンド技術は、このＵＷＢスペクトルと共に使用するために修正さ
れた、よく知られている無線通信スキームに基づいているので、この技術が提示する実装
リスクは、より低いものになる。これにより、マルチバンドは、大量に採用されるために
標準技術と複数のベンダを必要とする商用用途では、最良の候補になる。
【００２４】
　マルチバンドシステムにより、これらの帯域の適応可能な選択が、良好な干渉堅牢性と
共存特性を実現することができるようになる。このシステムが、例えば、８０２．１１ａ
システムの存在を検出するとき、このシステムは、５．３５ＧＨｚ又は５．８５ＧＨｚに
中心があるこれらの帯域の使用を回避することができる。この同じ特徴を利用して、米国
の外における異なるスペクトル割付けのための準備をすることも可能である。極端に感度
の良いシステムとこのスペクトルを共有するこれらの帯域は、回避することができる。
【００２５】
　シングルバンドＵＷＢシステムは、同じ結果を達成するためにノッチフィルタ（ｎｏｔ
ｃｈ　ｆｉｌｔｅｒ）を使用する必要があることになる。これらのノッチフィルタがこの
レシーバの雑音指数を増大させ、あるいはより高性能の低雑音増幅器（Ｌｏｗ　Ｎｏｉｓ
ｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）を必要とするので、ノッチフィルタは、理想的な解決方法では
ない。ノッチフィルタに伴う問題は、ノッチフィルタが適応可能ではなく、オフチップの
専用のハードウェアを用いて実現する必要があることである。さらに、ほとんどの場合に
おけるノッチフィルタは、受信パルスを歪ませ、この影響について補償するためにさらに
複雑にする必要がある。
【００２６】
　図４は、本発明の実施形態を組み込むために適した例示の一般化されたコンピュータネ
ットワーキング環境を示す概略図である。この場合に、このＵＷＢ　ＭＡＣは、図４に示
すいくつかのコンポーネントから構成される。この基本コンポーネントは、このデバイス



(9) JP 4456061 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

、すなわち、ＤＥＶ４０１である。１つのＤＥＶ４０３は、一般的にピコネット４００の
ＰＮＣ（ｐｉｃｏｎｅｔ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒピコネットコーディネータ）の役割を
担うことになる。
【００２７】
　ＰＮＣ４０３は、以下の機能を実施し、すなわち、このビーコンを用いてピコネット４
００についての基本タイミングを提供し、ＱｏＳ（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃ
ｅサービス品質）要件を管理し、電力節約レベルを管理し、ピコネット４００についての
セキュリティ及びアクセス制御を実装する。ピコネット４００は、あらかじめ計画するこ
となく形成され、ピコネット４００が必要とされる限りはずっと形成されるので、このタ
イプのオペレーションは、アドホックネットワークと呼ばれる。
【００２８】
　このＭＡＣにより、ＤＥＶ４０１は、副次的ピコネット（ｓｕｂｓｉｄｉａｒｙ　ｐｉ
ｃｏｎｅｔ）の形成を要求することができるようになる。最初のピコネット４００は、親
ピコネット（ｐａｒｅｎｔ　ｐｉｃｏｎｅｔ）と呼ばれる。この副次的ピコネットは、Ｄ
ＥＶ４０１を使用して親ＰＮＣ４０３に関連づける方法に応じて子ピコネット（ｃｈｉｌ
ｄ　ｐｉｃｏｎｅｔ）又は隣人ピコネット（ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ｐｉｃｏｎｅｔ）と呼ば
れる。子ピコネット及び隣人ピコネットは、一括して従属ピコネット（ｄｅｐｅｎｄｅｎ
ｔ　ｐｉｃｏｎｅｔ）と呼ばれるが、これは、これらのピコネットが親ＰＮＣ４０３に依
存して従属ピコネットのオペレーションのためにチャネル時間を割り付けるからである。
独立ピコネット（ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｐｉｃｏｎｅｔ）は、どのような従属ピコネ
ットももたないピコネットである。
【００２９】
　非常に長いバッテリ寿命は、ＵＷＢデバイス（ＰＮＣ又はＤＥＶ）についての１つの主
要な特徴と考えられるので、これらのデバイスが、ピコネット設定において協調して、で
きるだけ多くの電力を節約することが重要である。所与のピコネットでは、デバイスは等
しくないバッテリ寿命を有することになる。すなわち、あるデバイスは、非常に短い寿命
を有することになるが、他のデバイスは、より長い間、通信を行うことができることもあ
る。従来から、無線デバイスは、この特定のクライアントに対してアドレス指定されたブ
ロードキャストチャネル及びアクティビティ量に基づいてスリープモードに入る。
【００３０】
　上述したように、低い電力消費と長いバッテリ寿命は、ＵＷＢデバイスの重要なアトリ
ビュートである。本発明においては、ネットワークメンバは、これらのネットワークメン
バ間で協調して、全体として電力を節約する。例えば、より長い公称バッテリ寿命を有す
る（又は、外部電源にプラグで接続された）デバイスは、より多くの処理負荷及び通信負
荷を負担することができ、それによってバッテリ寿命のより制限されたデバイスが電力を
節約する助けを行う。
【００３１】
　例えば、本発明においては、ネットワークノードは、その現在のバッテリ容量又は予想
されるバッテリ容量に基づいて、入るべき「スリープ」レベルを選択することができる。
問題となっているノードは、その選択されたスリープレベルをこのネットワークの残りに
直接又は間接に伝え、その結果、他のネットワークノードは、それに従ってこのノードと
通信を行うことができる。本発明によるこの構成については、以下でさらに詳細に説明す
ることにする。
【００３２】
　図５は、本発明の実施形態による、ネットワーク内でスリープレベルを選択しブロード
キャストするプロセスに対応するフローチャートを示す図で、このネットワーク中におけ
る可能性のあるノードの観点からアドホックネットワークを形成するためのプロセスを示
している。明確にするために、図５は、本発明の実施形態に焦点を当て、当業者によく知
られているネットワーキングの詳細については省略している。図５の説明では、図１２の
記述に関して進められることになるが、図１２は、本発明の実施形態に一般的に含まれる
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部分に関してノードを概略的に示している。
【００３３】
　フローチャート５００のステップ５０１において、図４に示したノード４０１などのノ
ードは、１つ又は複数の他のＵＷＢデバイスが、このノードの伝送範囲内にあることを検
出する。この検出は、ノード１２００のモジュール１２０１や他のエンティティなどの接
続モジュールによって実施することができる。ステップ５０３においては、対象となるノ
ードは、当業者に知られているはずの方法で、この１つ又は複数の他の検出されたノード
を用いて接続モジュール１２０１を介して接続を確立する。接続が確立された後に、この
対象となるノードは、ステップ５０５において電力管理モジュール１２０３を介して適切
なスリープレベルを決定し、ステップ５０７において接続モジュール１２０１を使用して
この１つ又は複数の他のノードに対してそのスリープレベルを伝送する。ノード１２００
の無線接続ファシリティを使用する、アプリケーション１２０５などのアプリケーション
は、上述したようにこの接続及びスリープレベルについて知り、又はこれらの管理に関与
する必要はない。
【００３４】
　上述したように、この対象となるノードは、適切なスリープレベルを選択し、この選択
されたレベルの識別表示を他のネットワークノードに送信する。
【００３５】
　図６は、本発明の実施形態における、スリープレベル番号とその対応する要件をテーブ
ルに示す図で、例示のスリープレベルを記述するテーブルを示している。このノードは、
本発明によるエネルギー節約判断基準に基づいてスリープレベルを選択する。本発明にお
いては、このノードのバッテリの残存容量を判断基準として使用して、スリープレベルを
選択する。
【００３６】
　本発明の例示の実施形態においては、５つのスリープレベルが存在しているが、さらに
大きな又はさらに小さなレベル数も、ユーザの好みに応じて使用可能にすることができる
。テーブル６００は、カラム６０１中に５つのスリープレベルを、カラム６０３中に各レ
ベルの帰結を示している。「１」とラベル付けされた第１のレベルは、このノードのバッ
テリ電力が最高のしきい値よりも上にあるときに選択される。このレベルにおいては、こ
のノードは、特別な考慮のない通常のノードとして取り扱うべきである。「２」とラベル
付けされた第２のレベルは、このノードのバッテリ電力が、２番目に高いしきい値と最高
のしきい値の間にあるときに選択される。このレベルにおいては、このノードは、従来の
スリープレベルに従い（すなわち、定期的にウェイクアップ（ｗａｋｅ　ｕｐ）して、送
信又は受信を行い）、制御メッセージ以外は、メッシュノードとして回避されることにな
る。例えば、このネットワークのステータスに関するメッセージは、とりわけそれがこの
ノードに影響を及ぼすので、このレベルにおいては通過させられるが、ユーザデータ（ピ
クチャデータ、オーディオデータ、アプリケーションデータなど）は、通過させられない
。
【００３７】
　「３」とラベル付けされた第３のレベルは、このノードのバッテリ電力が、３番目に高
いしきい値とこの２番目のしきい値の間にあるときに選択される。このレベルにおいては
、このノードは、メッシュノードとして完全に回避されることになる。したがって、この
ノードは定期的にウェイクアップし、それが必要とする任意のデータを他のノードに送信
することができるが、制御メッセージ又は他の任意のデータを他のノードから受信しない
ことになる。このウェイクアップ間隔は、完全な伝送間隔の２０分の１ごとなどに標準化
することができる。このスリープレベルにおいては、ビーコンなどのある種の伝送につい
ては、依然として受信される（すなわち、このノードは、たとえこのスリープ間隔が満了
していない場合などにも目覚めることになる）。
【００３８】
　「４」とラベル付けされた第４のレベルは、このノードのバッテリ電力が、４番目に高
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いしきい値とこの３番目のしきい値の間にあるときに選択される。このレベルにおいては
、このノードは、ｘフレームのディープスリープ（ｄｅｅｐ　ｓｌｅｅｐ）状態にある。
それによって、このノードは、ｘ番目のフレームごとにウェイクアップして、それが必要
とする任意のデータを他のノードに送信するが、制御メッセージ又は他の任意のデータを
他のノードから受信しないことになる。
【００３９】
　「５」とラベル付けされた第５のレベルは、このノードのバッテリ電力が、最低のしき
い値とこの４番目のしきい値の間にあるときに選択される。このレベルにおいては、この
ノードは、ｙフレームのディープスリープ状態にある。それによって、このノードは、ｙ
番目のフレーム（ここでｙ＞ｘ）ごとにウェイクアップして、それが必要とする任意のデ
ータを他のノードに送信することになるが、制御メッセージ又は他の任意のデータを他の
ノードから受信しないことになる。この第４及び第５のレベルに関しては、問題となるノ
ードがスリープすることになるフレーム数を指定することが好ましい。しかし、本発明に
おいては、このフレーム数は、標準化され、このレベルの仕様は、このフレーム数を指定
する役割を果たす。
【００４０】
　これらのしきい値については、ユーザの好みの問題である。しかし、本発明においては
、これらのしきい値は、約２０％のごとの増分（又は他のスリープレベル数についても同
様な等しい増分）に対応する。したがって、レベル１は、８０％より大きな残存バッテリ
容量に対応し、レベル２は、６０％より大きな残存バッテリ容量に対応し、レベル３は、
４０％より大きな残存バッテリ容量に対応し、レベル４は、２０％より大きな残存バッテ
リ容量に対応し、レベル５は、２０％以下の残存バッテリ容量に対応する。
【００４１】
　アドホックネットワークなどのネットワークにおいては、ノード間の伝送は、直接とす
ることもでき、また中間ノードを利用することもできることが理解されよう。さらに、こ
の例示のプロセスでは、接続時にスリープレベルの指示が伝送されるが、スリープレベル
は、定期的に送信することもでき、またスリープレベルが変化するときしか送信しないこ
ともできる。
【００４２】
　図７は、本発明の実施形態による、残存電力容量に基づいてスリープレベルを選択する
プロセスに対応するフローチャートを示す図で、残存するバッテリ寿命の減少などに応じ
て、このネットワークのオペレーション中にそのスリープレベルを変更するノードのプロ
セスについてのフローチャート７００を示している。ステップ７０１において、このノー
ドは、その現在の電力レベル（例えば、残存するバッテリ寿命）を評価する。ステップ７
０３において、このノードは、この現在の電力レベルをスリープレベルしきい値と比較す
る。ステップ７０５において、このノードは、この電力レベルが、どのしきい値の間に存
在するかに基づいてその現在のスリープレベルを識別する。
【００４３】
　ステップ７０７において、このノードは、この選択されたスリープレベルの識別表示を
このノードが現在通信中のネットワークノードに対して送信する。この対象となるノード
が直接に通信中でない他のノードが存在することもあるが、１つ又は複数のこの直接の受
信者がかかるノードに対してこのスリープレベル指示を転送することが好ましい。ステッ
プ７０９において、この対象となるノード以外のネットワークノードは、将来の通信が、
この選択されたスリープレベルに従ってしか行われないようにこの対象となるノードにつ
いてのスリープレベルを記録する。
【００４４】
　このスリープレベル指示を伝送する方法は、本発明の上述した実施形態にとっては重要
ではない。しかし、本発明のさらなる実施形態においては、２つの主要な伝送メカニズム
がそれぞれ使用される。要約すれば、この第１のメカニズムは、部分時間ドメイン割付け
でこのスリープレベルインジケータの伝送を実現できるようにするが、この第２のメカニ
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ズムは、部分周波数ドメイン割付けでこのスリープレベルインジケータの伝送を実現でき
るようにする。
【００４５】
　図８は、本発明の実施形態による、スリープレベルの伝送を示すＵＷＢフレームの概略
タイミング図で、部分時間ドメイン割付けにおけるスリープレベルインジケータの伝送の
ためのメカニズムを示しているが、このスリープレベルインジケータを伝送するための他
のメカニズムも使用することができる。図８に示した概略タイミング図は、ＵＷＢ伝送に
おけるフレーム８００を示している。このフレームは、一般に制御データ又は管理データ
、及びユーザデータを含んでいる。このフレームは、ビーコン割付け８０１から開始され
る。このビーコン割付け８０１を一般的に使用して、場合によっては必要に応じて他の管
理情報と同様に同期情報を送信する。本発明においては、このスリープレベル指示は、ビ
ーコン割付け８０１中に配置される。
【００４６】
　ビーコン割付け８０１の後にコンテンションアクセス割付け８０３が提供される。コン
テンションアクセス割付け８０３は、コンテンションベースでデータを送信するためにこ
の送信ノードによって使用可能である。コンテンションアクセス割付け８０３に続いては
、このフレームの残り８０５には、コンテンションがない。
【００４７】
　このフレームのコンテンションフリー部分（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｆｒｅｅ　ｐｏｒ
ｔｉｏｎ）８０５は、ＭＣＴＡ（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｔｉｍｅ　ａ
ｌｌｏｃａｔｉｏｎ；管理チャネル時間割付け）８０７、ならびにＣＴＡ（ｃｈａｎｎｅ
ｌ　ｔｉｍｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ；チャネル時間割付け）８０９を含んでいる。ＭＣ
ＴＡ８０７は、非コンテンションベースで管理情報及び制御情報を送信するために使用可
能である。これらのＣＴＡは、非コンテンションベースでユーザデータ（例えば、ビデオ
、オーディオなど）を送信するために使用される。本発明の他の実施形態において、この
スリープレベルインジケータは、ＭＣＴＡ８０７のうちの１つの中で伝送される。例えば
、ビーコン割付け８０１に余分な容量が存在しないときに、これは望ましい。
【００４８】
　本発明の他の実施形態においては、このスリープレベルインジケータは、部分周波数ド
メイン割付けで伝送される。これが実装される例示の方法を図９に示す。
【００４９】
　図９は、本発明の他の実施形態による、スリープレベルの伝送を示す周波数スペクトル
図で、ＵＷＢ信号によって占められる周波数空間の割付けを示す概略周波数図である。Ｕ
ＷＢについてのＯＦＤＭ提案においては、ＵＷＢ信号９０１は、５３０ＭＨｚの幅であり
、多数のチャネル９０３へと分割される。この実施形態においては、これらのチャネル９
０３のうちの選択された１つのチャネル９０５を使用して、このスリープレベル情報を伝
送する。
【００５０】
　上述したように、本発明においては、対象となる１つのノードは、その電力レベルに基
づいてスリープレベルを選択し、このスリープレベルを他のノードに送信する。このよう
にして、これらのネットワークデバイスは、協調して、これらのデバイスによって指示さ
れる方法で、ネットワークデバイスの電力を節約する。上述したスリープレベルは、タイ
プに基づいてデータを区別するが、データソース又はターゲットに基づいてはデータを区
別しない。
【００５１】
　本発明の他の実施形態においては、１つ又は複数のスリープレベルは、このデータのソ
ース又はターゲットに基づいてデータを区別する。例えば、第１のスリープレベルは、す
べてのデバイスに対するすべてのタイプの通信を許可することができるが、より低レベル
のスリープレベルは、より近くにあるデバイスだけにこれらのソース又はターゲットを制
限することができる。通信範囲（したがってＲＦ電力）の低減は、電力を節約する際にデ
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バイスを助ける。
【００５２】
　図１０は、本発明の他の実施形態における、スリープレベル番号と通信半径制限を含め
てこれらの対応する要件とをテーブルに示す図で、相対的な電力レベルをスリープレベル
とこれらの要件に関連づけるスリープレベルチャートを示している。レベルを増大すると
、この通信半径（ｒａｄｉｕｓ　ｏｆ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）は減少し、すなわ
ち、連続するスリープレベルに関連する物理半径（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒａｄｉｕｓ）は
単調にインクリメントし、したがって、通信を行うために必要とされるＲＦ電力は、減少
する。したがって、スリープレベル１においては、この半径は制約を受けない。スリープ
レベル２においては、通信は、半径ｒ１内のすべてのデバイスだけに制限される。同様に
、スリープレベル３においては、通信は、ｒ２＜ｒ１の半径ｒ２内のすべてのデバイスだ
けに制限される。スリープレベル４においては、通信は、ｒ３＜ｒ２の半径ｒ３内のすべ
てのデバイスだけに制限される。最後にスリープレベル５においては、通信は、ｒ４＜ｒ

３の半径ｒ４内のすべてのデバイスだけに制限される。本発明においては、この通信半径
の制限は、これらのスリープレベルの小さなサブセットだけに関連することもあることを
理解されたい。例えば、本発明においては、この最後の２つのスリープレベルだけが、そ
れらに関連する通信半径の制限を有する。
【００５３】
　本発明は、おそらくそうだが、ただし必ずしも従来のＰＣ又はラップトップコンピュー
タを含んでいるとは限らない多様なデバイスタイプから形成されるネットワークに関連し
て使用することができるが、本発明の様々な実施形態を実行することができる１タイプの
コンピュータについての説明を次に行うことにする。必要ではないが、本発明について、
コンピュータによって実行されるプログラムモジュールなどのコンピュータ実行可能命令
の一般的な文脈で説明することにする。一般に、プログラムは、個々のタスクを実施し、
又は個々の抽象データ型を実装するルーチン、オブジェクト、コンポーネント、データ構
造などを含んでいる。本明細書中で使用している用語「プログラム」は、１つのプログラ
ムモジュール、又は協力して動作する複数のプログラムモジュールを意味することもある
。本明細書中で使用している用語「コンピュータ」及び「コンピューティングデバイス」
は、ＰＣ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒパーソナルコンピュータ）、ハンドヘル
ドデバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースのプログラム可能な
大衆消費電子製品、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、タブレットＰＣ、ラップトッ
プコンピュータ、マイクロプロセッサ又はマイクロコントローラを有する民生用電気製品
、ルータ、ゲートウェイ、ハブなど、１つ又は複数のプログラムを電子的に実行する任意
のデバイスを含んでいる。本発明はまた、分散コンピューティング環境中で使用すること
もでき、この分散コンピューティング環境において、タスクは、通信ネットワークを介し
てリンクされたリモート処理デバイスによって実施される。分散コンピューティング環境
においては、プログラムは、ローカルメモリストレージデバイス中にもリモートメモリス
トレージデバイス中にも配置することができる。
【００５４】
　図１１は、本発明の実施形態を実装するために使用可能な例示のコンピュータシステム
を示す概略図である。本明細書中で説明している本発明の実施形態を実装することができ
るコンピュータ１１０２についての基本的な構成が示されている。その最も基本的な構成
において、コンピュータ１１０２は、一般的に少なくとも１つの処理装置１１０４とメモ
リ１１０６を備えている。処理装置１１０４は、本発明の様々な実施形態に従って、命令
を実行してタスクを実行する。かかるタスクを実行する際に、処理装置１１０４は、コン
ピュータ１１０２の他の部分、及びコンピュータ１１０２の外部のデバイスに対して電子
信号を送信して、ある結果を引き起こすことができる。コンピュータ１１０２の厳密な構
成及びタイプに応じて、メモリ１１０６は、（ＲＡＭなどのように）揮発性、（ＲＯＭや
フラッシュメモリなどのように）不揮発性、又はこれら２つの何らかの組合せにすること
ができる。この最も基本的な構成は、図１１中に破線１１０８によって示されている。
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【００５５】
　コンピュータ１１０２は、追加の特徴／機能を有することもできる。例えば、コンピュ
ータ１１０２は、それだけには限定されないが、磁気又は光のディスク又はテープを含め
て、追加のストレージ（着脱可能１１１０及び／又は着脱不能１１１２）を含むこともで
きる。コンピュータストレージ媒体は、コンピュータ実行可能命令、データ構造、プログ
ラムモジュール、又は他のデータを含めて、情報を記憶するための任意の方法又は技術で
実装される揮発性及び不揮発性の、着脱可能及び着脱不能な媒体を含んでいる。コンピュ
ータストレージ媒体は、それだけには限定されないが、所望の情報を記憶するために使用
することができ、コンピュータ１１０２によってアクセスすることができるＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒ
ｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｋ；デジタル多用途ディスク）又は他の光ストレージ、磁気カセッ
ト、磁気テープ、磁気ディスクストレージ、又は他の磁気ストレージデバイス、あるいは
他の任意の媒体を含んでいる。かかる任意のコンピュータストレージ媒体は、コンピュー
タ１１０２の一部分であってもよい。
【００５６】
　コンピュータ１１０２は、それによってこのデバイスが１台（又は複数台）のリモート
コンピュータ１１１６など他のデバイスと通信を行うことができるようになる通信接続１
１１４も含むことが好ましい。この通信接続１１１４は、通信媒体の一実施形態である。
通信媒体は、一般的に搬送波や他の搬送メカニズムなどの被変調データ信号の形で、コン
ピュータ読み取り可能な命令、データ構造、プログラムモジュール、又は他のデータを実
施し、任意の情報配信媒体を含んでいる。実施形態として、限定するものではないが、用
語「通信媒体」は、音響、ＲＦ、赤外線、及びその他の無線媒体などの無線媒体を含んで
いる。
【００５７】
　コンピュータ１１０２は、キーボード／キーパッド、マウス、ペン、音声入力デバイス
、タッチ入力デバイスなどの入力デバイス１１１８も有することができる。ディスプレイ
、スピーカ、プリンタなどの出力デバイス１１２０も含めることができる。これらのすべ
てのデバイスについては、当技術分野においてよく知られており、ここで長々と説明する
必要はない。
【００５８】
　本明細書中で引用している、出版物、特許出願、特許及び付属書類を含めてすべての参
考文献は、まるで各参考文献が、参照により組み込まれるように個別に特に示されおり、
本明細書中にその全体が記述されているのと同じ程度まで、参照により本明細書に組み込
まれている。
【００５９】
　本発明を説明する文脈中の用語、「ａ（１つの）」及び「ａｎ（１つの）」、ならびに
「ｔｈｅ（この、前記）」及び同様な指示語の使用は（特に添付の特許請求の範囲の文脈
においては）、他に本明細書中で示し、又は文脈によって明らかに矛盾したことを言って
いない限りは、単数及び複数の両方を包含するものと解釈すべきである。用語「ｃｏｍｐ
ｒｉｓｉｎｇ（含む、備える）」、「ｈａｖｉｎｇ（有する）」、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ
（含む）」、及び「ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ（含む）」は、他に指摘していない限り、拡張
可能（ｏｐｅｎ－ｅｎｄｅｄ）な用語（すなわち、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ，　ｂｕｔ　ｎ
ｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ（それだけには限定されないが、含む）」）として解釈すべ
きである。本明細書中における値の範囲の列挙については、本明細書中に他に示していな
い限りは、この範囲に含まれる別々の各値を個別に言及する簡略な方法としての役割を果
たすことを意図しており、別々の各値は、まるでそれが本明細書中で個別に列挙されてい
るかのように本明細書中に組み込まれる。本明細書中で説明しているすべての方法は、本
明細書中で他に示し、それとも文脈によって明らかに矛盾したことを言っていない限り、
適切な任意の順序で実施することができる。本明細書中で提供される任意の実施例及びす
べての実施例、又は例示の言語（例えば、「ｓｕｃｈ　ａｓ（など）」）の使用について
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は、単に本発明をさらに良好に説明しようと意図しているにすぎず、他で請求していない
限り、本発明の範囲に限定を課すものではない。本明細書中の言語は、請求していないど
のような要素についても本発明の実行に必須であるとして指し示すものとは解釈すべきで
はない。
【００６０】
　本発明の好ましい実施形態については、本発明を実行するための、本発明者らに知られ
ている最良の態様を含めて、本明細書中で説明している。これらの好ましい実施形態の変
形形態については、前述の説明を読めばすぐに当業者には明らかになろう。本発明者らは
、当業者がかかる変形形態を必要に応じて使用することを予想しており、本発明者らは、
本発明が本明細書中で詳細に説明されている以外の他の方法で実行されることも意図して
いる。したがって、本発明は、適用可能な法律によって許可されるように本明細書に添付
の特許請求の範囲に列挙された主題のすべての変更形態及び等価形態を含んでいる。さら
に、本明細書中で示し、それとも文脈によって明らかに矛盾したことを言っていない限り
は、そのすべての可能な変形形態中における前述の要素の任意の組合せも、本発明に包含
される。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施形態による無線デスクトップデバイスクラスタの概略図である。
【図２】本発明の実施形態によるアドホック無線大衆消費電子製品ネットワークの概略図
である。
【図３】本発明の実施形態による無線ホーム娯楽ネットワークの概略図である。
【図４】本発明の実施形態を組み込むために適した例示の一般化されたコンピュータネッ
トワーキング環境を示す概略図である。
【図５】本発明の実施形態による、ネットワーク内でスリープレベルを選択しブロードキ
ャストするプロセスに対応するフローチャートを示す図である。
【図６】本発明の実施形態における、スリープレベル番号とその対応する要件をテーブル
に示す図である。
【図７】本発明の実施形態による、残存電力容量に基づいてスリープレベルを選択するプ
ロセスに対応するフローチャートを示す図である。
【図８】本発明の実施形態による、スリープレベルの伝送を示すＵＷＢフレームの概略タ
イミング図である。
【図９】本発明の他の実施形態による、スリープレベルの伝送を示す周波数スペクトル図
である。
【図１０】本発明の他の実施形態における、スリープレベル番号と通信半径制限を含めて
これらの対応する要件とをテーブルに示す図である。
【図１１】本発明の実施形態を実装するために使用可能な例示のコンピュータシステムを
示す概略図である。
【図１２】本発明の一実施形態による、接続モジュール及び電力管理モジュールを有する
ネットワークノードを示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
１０１　プリンタ
１０３　モニタ
１０５　カメラ
１０７　ゲームコントローラ
１０９　ビデオカメラ
１１１　マウス
１１３　キーボード
１１５　タブレット
１１７　パーソナルコンピュータ
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２０１　フラット画面テレビジョン
２０３　ビデオカメラ
２０５　モデム
２０７　パーソナルビデオプレーヤ
２０９　デジタルカメラ
２１１　プリンタ
２１３　パーソナルコンピュータ
３０１　テレビジョン
３０３　スピーカ
３０５　ゲーミングデバイス
３０７　マルチメディアスタック
４００　ピコネット
４０１　ＤＥＶ
１１０２　コンピュータ
１１０４　処理装置
１１０６　メモリ
１１１０，１１１２　ストレージ
１１１４　通信接続
１１１６　リモートコンピュータ
１１１８　入力デバイス
１１２０　出力デバイス
１２００　ノード
１２０１　モジュール
１２０３　電力管理モジュール
１２０５　アプリケーション
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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